
瀬戸市庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成３１年３月２８日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第１０号 

瀬戸市庁舎管理規則の一部を改正する規則  

瀬戸市庁舎管理規則（平成１８年瀬戸市規則第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（出入口の開閉） （出入口の開閉） 

第１２条 庁舎建物の出入口を閉じている時間は 

、次の表に定めるとおりとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、休日条例第１条第

１項に規定する日は、終日庁舎建物の出入口（

建物名
称 

出入口名称 
出入口を閉じている

時間 

東庁舎 東通用口 午後６時から翌日午
前８時まで 

南庁舎 正面玄関 午後６時から翌日午
前８時２０分まで 

西非常口 終日（瀬戸市の休日
を定める条例（平成
３年瀬戸市条例第１
６号。以下「休日条
例」という。）第１
条第１項に規定する
日は、午前０時から
午前８時３０分まで
及び午後５時３０分
から午後１２時まで
） 

北庁舎 東玄関 午後６時から翌日午
前８時２０分まで 

西通用口 午後１０時３０分か
ら翌日午前６時３０
分まで 

第１２条 庁舎建物の出入口（西通用口を除く。 

）を閉じている時間は、午後６時から翌日午前

７時４５分までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、瀬戸市の休日を定

める条例（平成３年瀬戸市条例第１６号）第１



西非常口及び西通用口を除く。）を閉じるもの

とする。 

条第１項に規定する日は、終日庁舎建物の出入

口（西通用口を除く。）を閉じるものとする。 

 ３ 庁舎建物の西通用口を閉じている時間は、午

後１０時３０分から翌日午前６時３０分までと

する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、管理責任者にお

いて特に必要があると認めるときは、庁舎建物

の出入口を開閉することができる。 

４ 前各項の規定にかかわらず、管理責任者にお

いて特に必要があると認めるときは、庁舎建物

の出入口を開閉することができる。 
  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  


